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介 護 保 険 制 度 は 、 法 施 行 か ら ２ ５ 年 が 経 過

し た 。 制 度 の 改 定 ご と に 、 保 険 料 や 利 用 料 が

値 上 げ さ れ 、 被 保 険 者 の 負 担 が 増 え た 。 そ こ

で 、 次 の ４ 点 に つ い て 所 見 を 伺 う 。 ① 第 １ ０

期 介 護 保 険 制 度 の 具 体 的 改 定 の 検 討 内 容 は 。

② 保 険 料 は 、 介 護 給 付 費 準 備 金 の 活 用 で 引 き

上 げ を 押 さ え る べ き と 考 え る が 。 ③ 物 価 高 に

お け る 小 規 模 事 業 者 へ の 支 援 は 。 ④ 在 宅 で 家

族 介 護 し て い る 方 々 に 、 「 家 族 介 護 慰 労 金 」

を 検 討 す べ き と 考 え る が 。  


